


①ゆうパック着払いの伝票ですか?
②送り先は「お宝エイド受付センター・東京」になってますか?
③お届け先欄に「群馬県緑の募金宛『お宝エイド』」と記載していますか?

※「お宝工イド」では公益社団法人群馬県緑化推進委員会へ寄付される物品の受取代行をしています。
※お品物が到着した時点で、公益社団法人群馬県緑化推進委員会へ寄付されたものとされ、その後の
ご返却は一切できませんのでご注意ください。
※宝石・お金等の貴重品は書留、その他の高価なものはセキュリティサービス付きゆうパックでお送
りください。
※査定額は群馬県緑化推進委員会にお問い合わせください。

①緑の募金お宝エイドは、公益社団法人群馬県緑化推進委員会（以下「県緑推」）に本件物品を贈与することが目的ではなく、県緑進が本件物品の売却代金相
当を受領することをもって、寄付行為とするシステムです。寄付者が所有するものを、お宝エイドに売り渡し、その売却代金が県緑推に寄付されることをご了
承いただき送付して下さい。
③お送りいただいた物品の返還、買取相当の支払いをお宝エイドおよび県緑推に理由を問わず請求できないこと、査定外の品物については処分をお宝エイドに
一任するこをご了承下さい。
④県緑推とお宝エイドが知りえた送付者氏名等の個人情報は本プログラムの目的のみに使用いたします。
　以上の項目について、寄付者が品物を送付したことを以って了承をいただいたものとさせていただきます。

＜ご協力いただける場合には以下のことにご留意の上ご参加ください＞

ゆうパック着払い伝票を群馬県緑化推進委員会で用意しております。
ご連絡いただければ、お送りいたします。
以下の項目に注意してお送りいただいても結構です。
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